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今月号の主な内容
梅雨空の下で美しく咲く紫陽花
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防災マップを確認して早めの避難を！

特別警報が発表されるまで（大雨の場合のイメージ）

大雨に関する気象情報

大雨注意報

大雨警報（土砂災害）

大雨警報（土砂災害）

土砂災害警戒情報

テレビ

気象庁
〒100-8122　東京都千代田区大手町1-3-4
電話：03-3212-8341　FAX：03-6689-2917（耳の不自由な方向け）
気象庁ホームページ　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
特別警報について　http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/
　　　　　　　　　tokubetsu-keiho/index.html

ラジオ インターネット

大雨警報（浸水害）

警報・注意報に先立ち発表

警報になる可能性がある場合はその旨記述

大雨の期間、予想雨量、警戒を要する事項などを示す

土砂災害の危険度が、さらに高まった場合に発表

あらかじめ、取るべき行動を考えておきましょう。

大雨がさらに降り続き、
重大な災害が起こる危険性が非常に高まる

特別警報は行政機関や様々なメディアを通じて
伝えられます。情報収集に努めてください。　

気象台が発表する気象情報

気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく
大きい場合に特別警報を発表します。

特別警報が始まります。

九州北部豪雨による災害（平成24年７月）
　

五
木
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
防
災

カ
メ
ラ
マ
ッ
プ
上
か
ら
、
ご
覧
に

な
り
た
い
情
報
カ
メ
ラ
の
名
称
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
、
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

災害は

　５月 27 日、福岡管区気象台により、熊本県
が梅雨入りしたと発表されました。これからの
時期は、大雨が降ることにより、河川が氾濫し
たり、地盤が緩み土砂災害等を引き起こす恐れ
が出てきます。
　五木村では、記憶に新しい昨年の九州北部豪
雨により、土砂流出、道路寸断などといった大
きな災害が、村内各地で発生しました。
　いつ、どこで、どんな災害が起こりえるか分
かりません。日頃から防災に対する意識を高め
ておきましょう。

突然起こる！
濁流と土砂が人家に流れ込む（九折瀬地区）

決壊し寸断された道路（県道宮原五木線）
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携
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で
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手
可
能

　

気
象
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配
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緊
急
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報

や
村
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配
信
す
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害
・
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を
、
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。
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害
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今
年
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さ
ら
に
２
台
増
設

の
予
定
で
す
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近
と
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付
近
の
設
置
予
定
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こ
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災
害
発
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時
に
お
い
て
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リ
ア
ル
タ
イ
ム

に
災
害
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状
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緊
急
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す
。

　

ま
た
、
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
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で
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と
が
で
き
ま
す
。

五木村ホームページの
防災カメラマップ

【問い合わせ】　　役場総務課　ＩＰ電話　２２１１

ただち
に

命を守
る行動

を！

緊急情報

防災無線

広報車



Itsuki.2013.7 4

出来事出来事

Itsuki.2013.75

お知らせお知らせ
シルバー人材センター総会
 さらなる地域貢献を目指して！ 

　５月 22日（水）、シルバー人材センター（会
員47名）の総会が林業センターにて開催されま
した。
　総会の中で、木下理事長が「会員のそれぞれに
苦労はあると思うが、しっかりと頑張っていきま
しょう。」との言葉に、会員の皆さんは新年度の
スタートに決意を新たにしていました。
　センターは現在、会員を募集中です。60歳以
上の方が対象ですので、共に働こうという意欲の
あるかたは、シルバー人材センターまでお問い合
わせください。
シルバー人材センター　☎37-2037　IP  2037

五木村中央公民館　生涯学習講座
 ソーイング教室・パソコン教室を開講 

　教育委員会では、本年度の生涯学習講座とし
て「ソーイング教室」と「パソコン教室」を実
施しています。「ソーイング教室」では、自分の
好みの布や、余った布地を使って小物類の製作
を楽しく学びます。第１回目は、クッションカ
バー、メガネケース作りに取り組みました。（全
６回開講）
　また、「パソコン教室」は初級・中級・スマー
トフォンコースの３コースでパソコン操作の基
礎編から応用編、インターネットの利活用方法
などを学びます。初級・中級（全６回開講）
　スマートフォン（全３回開講）

大平貴之さんによる講演会
 世界のプラネタリウム・クリエーター 

　５月 27 日（月）、東小学校体育館において、
プラネタリウムクリエーターである「大平貴之
氏」をお招きし、「地上最高の星空作りを目指し
て」をテーマに、講演会が開催されました。
　この講演会は、「五木村子ども夢創造芸術文化
イベント事業」の一貫として、小中学生を対象
に、社会で活躍している著名人やプロの芸術家
に直接触れることにより、将来の夢や希望を育
み、個性や創造性を高めることを目的として開
催されたものです。
　講演会では、小学校５年のころからプラネタ
リウム作りに興味を持ち、世界一のプラネタリ
ウム（メガスター）
を作った経緯など
をお話しいただき
ました。
　子ども達は、も
のづくりに対する
情熱に引き込まれ
るかのように、真
剣な表情で聴いて
いました。

防　災　会　議
 各機関・団体との間で緊密な連携を確認 

　６月７日（金）、役場大会議室にて、国土交通省、
熊本県、警察、消防署、その他関係団体の代表
者らが出席し、五木村防災会議が開催されまし
た。
　今年の会議では、昨年発生した「熊本県広域
大水害」の被害報告や県で発表した地震津波の
被害想定結果、一昨年の東日本大震災、昨年の
水害等を踏まえた地域防災計画の大幅な見直し
等の説明があり、承認されました。
　また、災害発生時における関係機関との連絡
や協力体制についても確認を行いました。

あなたの一票は、あなたの意思 （五木村選挙管理委員会）

　五木村議会議員の任期満了による選挙が、７月 21 日（日）に執行されます。
　今後４年間は、この選挙で選ばれた議員によって、五木村の村づくりが進められます。また、参議院議員
の任期満了による選挙も同日執行されます。
　大切な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。

◎投票のできる方
　年齢が満 20 歳（７月 21 日現在）以上の方で、３ヵ月以上、本村に住所（住民基本台帳に記載
されている方）を有し、選挙人名簿に登載されている方です。
　村議選及び参院選投票所入場券は、７月 17 日（水）頃、郵送にてお
送りします。（※７／５（金）～７／ 16（火）までに期日前投票を
される方は、入場券なしでも投票できます。）

◎貴重な一票　期日前投票の活用を
　選挙権のある人は、原則として投票当日、本人が投票所で投票しなけ
ればなりません。しかし、次の理由により当日投票所へ行けない方は、
期日前投票 ができます。
▼仕事や冠婚葬祭などの予定がある方
▼レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区内にいない方
▼病気やケガ、妊娠などの理由で歩行の困難な方
▼離島など、交通の不便な場所に住んでいる方やそこに滞在中の方
　ただし、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどに
おける不在者投票については、従来どおり行われます。

　　　　　　投票所・投票時間
７月21日（日）

投票所 投　票　場　所 投票時間
第１投票所 保健福祉総合センター

午前７時～午後６時

第２投票所 宮園憩いの家
第３投票所 西地区集会室
第４投票所 南地区集会室
第５投票所 三浦地区集会室
第６投票所 平瀬特設投票所
第７投票所 下梶原地区集会所 午前７時～午後５時第８投票所 山口地区集会所
第９投票所 平沢津体育館 午前７時～午後４時

五木村議会議員一般選挙立候補予定者説明会
期日：７月５日（金）　場所：午前 10 時～　役場２階大会議室

【立候補届出日】　期日：９月 16 日 ( 火）午前８時 30 分～午後５時まで

開　票
期 日：７月２１日（日）　場所：午後８時～ 東小学校体育館
※同日執行予定の参院選を先に開票するため、選挙結果が遅く
なることが予想されます。

参議院議員選挙期日前投票
７月　５日（金）～２０日（土）
村議会議員選挙期日前投票
７月１７日（水）～２０日（土）
◎期日前投票  ◎不在者投票
【時間】午前８時 30分～
　 　　 午後８時
【場所】五木村役場
　　　　　 １階小会議室①

「明るい選挙」で公明
かつ適正な選挙を !!

　「明るい選挙」とは、買収や利害誘導
をはじめとする選挙違反にゆがんだ選挙
をなくし、選挙が公明かつ適正に行われ、
私たちの意思が政治に正しく反映される
選挙のことです。

≪選挙運動の時間≫
　選挙の公正を確保するたに選挙運動の
期間が制限されています。
　村議会議員選挙は立候補が受理された
時（告示日）から投票日前日の５日間です。
※立候補届出が受理される前の選挙運動
が禁止されています。

≪政治家の寄附禁止・時候のあいさつ状の禁止≫
　政治家は選挙区内にある者に対して寄
附をすることや時候のあいさつ状（答礼
のための自筆によるものを除く）を出す
ことは禁止されています。
　例えば・・・
御中元・御歳暮・入学祝・卒業祝・病気
見舞・地域の運動会等の飲食物の差入
れ・落成式の花輪・年賀状・暑中見舞・
寒中見舞・クリスマスカード等

７月21日（日）は五木村議会議員一般選挙の投開票日です
　　　　　　 参議院議員通常選挙
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ノラ猫の被害でお困りのかたへ
　ノラ猫が自宅敷地内に侵入して、糞尿の
被害や屋内が荒らされるなどでお困りの方
に、村では、捕獲用「ワナ」を無料で貸し
出ししています。
　ただし、捕獲後は個人で人吉保健所に引
き取りを依頼していただくことになります。
　貸し出しを希望される方は、保健福祉課
までご連絡ください。
　なお、ノラ猫にエサを与えることは絶対
にしないでください。
　もしエサを与えるのであれば、責任を持
って飼育してください。
■注意！　
　犬や猫を捨てることは犯罪行為です。
　法律により 50万円以下の罰金に処され
ます。

保健福祉課　
電話　37-2214　ＩＰ電話　2214

■現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）をお持ちの方
　平成 25 年７月 31 日で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」（オ
レンジ色）を７月中に郵送します。８月１日からご使用ください。
■新しく申請が必要な方
　「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方で、入院される予定がある方はこの認定
証が必要となりますので、市町村の担当窓口に申請してください。
　【申請に必要なもの】
　　・後期高齢者医療保険証
　　・印かん
■入院・外来時の自己負担限度額および入院時の食事代

所得区分 外来＋入院（世帯単位） 入院時の食事代（１食当たり）外来（個人単位）

現役並み所得者（※１） 44,400 円
80,100 円＋（総医療費－
267,000 円）×1％ 260 円
4回目から 44,400 円

一般（※２） 12,000 円 44,400 円 260 円

区分Ⅱ
（※３） 8,000 円 24,600 円

過去 12か月で 90日までの入院
210円

過去 12か月で 91日目からの入院
160円（※５）

区分Ⅰ（※４） 8,000 円 15,000 円 100 円
（※１）現役並み所得者とは、145 万円以上の課税所得がある後期高齢者医療被保険者がいる世帯内の

被保険者全員。
（※２）一般とは、現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の方。
（※３）区分Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方（区分Ⅰ以外の方）。
（※４）区分Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得

は控除額を 80 万円として計算）を差し引いたとき 0となる方。
（※５）入院期間が 90 日を超えた場合は、長期入院の申請により食事代が 160 円になります。

【問い合わせ】　役場保健福祉課　  電話　３７－２２１４　ＩＰ電話　２２１４

浄化槽設置を　　　　
　　計画中のみなさんへ

　今年度、浄化槽の設置を計画している
方は、保健福祉課にご相談ください。
　浄化槽の規模で異なりますが、一般家
庭で 88 万円～ 94 万円の助成を受ける
ことができます。
　本年度は３基分の予算を確保していますが、予算がなくな
り次第、今年度の助成は終了することになりますので、お早
めにご相談ください。
保健福祉課　
電話　37-2214　　ＩＰ電話　2214

お買いものは「マイバッグ」を持参して
人吉球磨では、地球温暖化を抑止するため、石油を原料に作
られているレジ袋の削減運動に昨年から取り組んでおり、い
くつかの店舗では、精算の際にレジ袋代として３円が有料化
されています。
　お買いものの際には「マイバッグ」を持参してレジ袋の消
費を削減する運動にご協力ください。

みんなで献血の輪を広げましょう！
～400㎖献血に・成分献血にご協力を～

　熊本県では、７月８月を「愛の血液助け合い運動」期間として、広く県民の皆さんに献血の呼びかけを行っ
ています。夏季は長期の休みや暑さにより、献血者が減少することが心配されています。特に若い人たちで、
献血をしたことがないかたは、是非ご協力をお願いします。

平成25年8月　診療所担当医師予定表
電話　37-2008　IP　2008

※都合により、担当医師が変更となる場合もあります。ご了承ください。
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

　 （総合診療科）
稲田

（総合診療科）
中山

4 5 6 7 8 9 10

　 循環器内科 （総合診療科）
中山

（総合診療科）
稲田

（代謝内分泌内科）
野田

11 12 13 14 15 16 17

　 循環器内科 （総合診療科）
中山

（総合診療科）
稲田

（血液内科）
樅田

18 19 20 21 22 23 24

　 循環器内科 （総合診療科）
中山

（総合診療科）
稲田

（代謝内分泌内科）
野田

25 26 27 28 29 30 31

循環器内科 （総合診療科）
中山

（総合診療科）
稲田

（総合診療科）
中山

※膝の注射は火曜日にお願いします。
人吉総合病院予約センター　月曜日～金曜日　　午前９時～午後５時
【初診時】　電話　２２－１９００　　【再来時】　電話　２２－７８７８　　【夜間救急】　電話　２２－２１９１

　五木村の国民健康保険医療費は、一人当たりの診療費が人吉球磨管内で１位、また県内でも５位と
非常に高く、県平均を 15％上回っています。
　医療費が増えると、皆さんの保険税負担が大きくなるばかりでなく、国保運営も困難になります。

～国保加入のみなさんへ～
医療費適正化にご協力ください。

①かかりつけ医をもつなど、受診の仕方を見直しましょう。
②同じ病気などで複数の医療機関で受診したり、何度も受診することはやめましょう。
③ジェネリック医薬品への変更について、医師や薬剤師に相談しましょう。
④１年に１度は特定健診を受診し、病気の早期発見・治療を心がけましょう。
　また、保健指導の対象となった方は、必ず保健指導を受けましょう。
⑤日頃より健康な食事と適度な運動を心がけましょう。

役場保健福祉課　　電話　３７－２２１４　　ＩＰ電話　２２１４

～後期高齢者医療の被保険者の方へ～
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」更新の手続き等のおしらせ

医療費節約のために私たちができること

皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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お知らせお知らせ

ＵＩターン事業のお知らせ

★クーリング・オフとは？
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合に、クーリング・オフの記載のある契約書面を受け取った日
から起算して８日以内（マルチ商法及び内職・モニター商法では20日以内）であれば無条件で契約
解除や申込みの撤回ができる制度です。　路上で呼び止められて店へ連れて行かれた場合や、目的を
告げられずに電話などで店舗等へ呼び出された場合も適用されます。

取引内容 適用対象 期　間
訪問販売 店舗外の場所での契約  ８日間
電話勧誘販売 業者から電話勧誘を受けての契約  ８日間
連鎖販売取引 マルチ商法等による契約 20 日間
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・継続的に行う契約  ８日間
業務提供誘因販売取引 内職商法による取引 20 日間

このほかにもクーリング・オフ制度のある契約があります。

（１）げんぞう会（介護予防教室）のお知らせです。
火　曜　日 木　曜　日

受付　9：30
開始 10：00

受付　13：30
開始　14：00

受付　9：30
開始 10：00

受付　13：30
開始　14：00

三
浦

７月　９日 下
梶
原

７月　９日
頭
地

７月　４日
瀬
目

７月　４日

７月２３日 ７月２３日 ７月１８日 ７月１８日

宮
園

７月１６日 平
沢
津

７月１６日
小
鶴

７月１１日
平
瀬

７月１１日

７月３０日 ７月３０日 ７月２５日 ７月２５日

げんぞう会や健康に関するご相談がある方は、保健福祉課までご連絡ください。
（電話　３７－２２１４　　IP 電話　２２１４）

（２）　乳幼児健診のお知らせ
期　日 受付時間 場　所 備　考

７月　５日（金）
13 時～
13 時 30 分受付

保健センター
3・6・10 ヵ月、1歳 2ヵ月、
1歳 6か月、3・4・５歳児対象

８月　２日（金）
13 時～
13 時 30 分受付

保健センター
3・6・10 ヵ月、1歳 2ヵ月、
1歳 6か月、3・4・５歳児対象

（３）　こころの健康相談のお知らせ

熊本県人吉保健所メンタル相談

（専門の医師が相談を受けます。）
予約制なので、保健所担当までご連絡ください。
①　７月１１日（木）１４時～
②　７月２６日（金）１４時～
　　　　　　　場所：人吉保健所　１階

＊予約先：人吉保健所保健予防課
　　　　　（☎２２－３１０７）

７月の保健だより
ＵＩターン事業のお知らせ

　村では、五木村に永住の意思を持って村外からＵ
（ユー）ターンあるいはⅠ（アイ）ターンした方に対
し、助成金を支給しています。
　助成金の額は、夫婦　10万円　　単身者　５万円
です。
　助成要件として、単身者及び夫婦どちらかの年齢
が満 16歳以上かつ、満 45歳以下であることとなっ
ており、学生は該当しません。
　なお、村内に住所を定めた日から起算して２年経
過後に助成金を支給し、この間定住の実態が認めら
れない場合、助成金は支給いたしませんのでご注意
ください。詳しくは、各家庭に配布しております
「子育て定住支援対策事業」のパンフレットをご覧
いただくか、役場担当課の住民税務課（電話３７－
２２１３）までお尋ねください。
　また、Ｕ（ユー）Ⅰ（アイ）ターン者向けの住宅
として「空き家」を村が借り上げ改修し、対象者に
提供する事業にも取り組んでいます。これに関しま
しては、ふるさと振興課（電話３７－２２１２）に
お問い合わせください。

～蜜蜂飼育届について～
※販売される方は、届出の対象となります !!

　養蜂振興法第３条第１項の規定に基づき、蜜蜂を
飼育される方は、飼育届を提出する必要があります。
　下記の事項に該当される方は、７月19日（金）ま
でに、蜜蜂飼育届を役場農林課までご提出ください。
１．届出対象者
県内において蜜蜂を飼育する者（養蜂振興法第３
条第１項の規定に該当するもの）

　ただし、以下の者は届出不要とする。
⑴農作物等の花粉受精用にのみ蜜蜂の飼育を行う場合
⑵密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
⑶主にニホンミツバチの飼育法として行われている自
然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育法として行わ
れている自然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育・
利用を行う場合（※業は除く）

２．届出対象期間　平成 26 年１月１日～12月31日
３．届出様式
　蜜蜂飼育届（別記第１号様式）
※農林課窓口へ備え付けてあります。
届出には、押印が必要となります
ので、印鑑をご持参ください。
問い合わせ　役場農林課　ＩＰ電話　２２４７

買ってから失敗した !! と思ったら・・・

消費者を守るクーリング・オフ制度

本当に必要ですか？
必要がないときは、きっぱり
断りましょう。

高額な契約やうまい話は、
家族や知人に相談しましょう。

対象となる商品やサービス、クーリング・オフができる商法・期間など、
詳しい手続き方法は保健福祉課にご相談ください。
（担当　土肥　ＩＰ電話　２２１４）

“不安” は私たちに危険を知らせる
「警報装置」。

（通常は、20～ 30分で収まる）

不安が巨大化（不眠・動悸など）しないため
に「脳の背内側前頭前野」ハイナイソクゼン
トウゼンヤが働きます。
（人や他人の心を客観的に見る機能です。）

不安が長引くときは相談機関
を活用してみては・・・。
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インフォメーションインフォメーション

○　マダニに まれることで病原体に感染し、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少
症候群（最近になって存在が知られるようになった新しい感染症）などの病気
にかかり、重症化し、最悪「死亡」する場合があります。

○　マダニは比較的大型（吸血前で３～４mm）のダニで、主に森林や草地等の
屋外に生息し、日本でも全国的に分布しています。

○　熊本県では、日本紅斑熱やダニの仲間であるツツガムシの幼虫の吸血によっ
て感染するつつが虫病が毎年複数例報告されています。

　【予防対策】
①　マダニに まれないことが重要です。
　
②　森林や草地などマダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖長ズボン、
足を完全におおう靴などを着用、肌の露出を少なくすること。

③　肌の露出する部分には防虫スプレーをする。

④　屋外活動後はマダニに まれていないか確認すること。

⑤　吸血中のマダニに気がついた際は、速やかに病院で処置すること。

⑥　マダニに まれた後に発熱等の症状があった場合は、病院へ受診すること。

※マダニは、衣類や寝具に発生するヒョウダニなど家庭内に生息するダニと異な
ります。

これから秋にかけ、マダニの活動が活発になります

く
ま
も
と
フ
ー
ド
バ
レ
ー

推
進
協
議
会
会
員
募
集
中
！

　

県
と
県
南
15
市
町
村
で
は
、
県
南

地
域（
八
代
地
域
、水
俣・芦
北
地
域
、

人
吉
・
球
磨
地
域
）
の
活
性
化
を
目

指
す
『
く
ま
も
と
県
南
フ
ー
ド
バ
レ
ー

構
想
』
の
取
組
み
と
し
て
、
７
月
30

日
（
火
）
の
『
く
ま
も
と
県
南
フ
ー

ド
バ
レ
ー
推
進
協
議
会
』
設
立
に
向

け
た
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

協
議
会
で
は
、「
食
」
関
連
産
業

の
振
興
に
向
け
、
会
員
事
業
者
の

皆
様
と
一
体
と
な
っ
て
、
様
々
な

取
組
を
展
開
予
定
で
す
の
で
、
奮
っ

て
ご
入
会
く
だ
さ
い
！

■
対
象
者（
入
会
者
・
年
会
費
不
要
）

（
正
会
員
）
県
南
地
域
の
農

林
水
産
業
者
、
商
工
業
者
、

関
係
団
体
、
試
験
研
究
機

関
、
教
育
機
関
等

（
準
会
員
）
正
会
員
と
連
携

し
た
事
業
等
を
実
施
・
検

討
し
て
い
る
県
南
地
域
外

の
事
業
者
等

■
申
込
方
法

　

入
会
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
電
子
メ
ー

ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
に

て
事
務
局
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

『
く
ま
も
と
県
南
フ
ー
ド
パ

レ
ー
推
進
協
議
会
』
設
立
発

起
人
会
事
務
局
（
熊
本
県
企

画
振
興
部
企
画
課
フ
ー
ド
パ

レ
ー
推
進
室
）

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
０
２
０

第
３
回
森
林
自
然
観
察
・
体
験

教
室
（
南
小
国
町
清
流
の
森
）

１　

日
時　

　
７
月
21
日
（
日
）

10
時
〜
14
時
受
付
９
時
30
分

か
ら

（
小
雨
決
行
）

２　

集
合
場
所

　
南
小
国
町　

清
流
の
森
駐
車
場

３　

内
容　
草
原
や
渓
谷
を
散
策

し
な
が
ら
、
草
原
と
森
林
の
成
り

立
ち
に
つい
て
説
明
し
ま
す
。

４　

募
集
人
員　

40
名

５　

参
加
費　
５
０
０
円
（
保
険

料
及
び
資
料
代
、
小
学
生
以

下
２
０
０
円
）

６　

申
込
方
法

「
第
３
回
森
林
自
然
観
察
・
体
験

申
し
込
み
」、
氏
名
、
年
齢
、
住

所
、
電
話
番
号
を
記
載
し
て
ハ
ガ

キ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
受

付
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

熊
本
県
森
林
保
全
課

　

☎
０
９
６-

３
３
３-

２
４
５
０

■
申
込
先

　

熊
本
県
森
林
保
全
課

　

み
ど
り
推
進
班

　
Ｆａｘ 

０
９
６-

３
８
５-

６
２
７
４

　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

shinrinhozen@
pref.

kum
am
oto.lg.jp

消
防
設
備
士
試
験

１　

試
験
日
及
び
種
類

　

甲
種
全
類
・
乙
種
全
類

　

第
１
回
試
験　

９
月
８
日
（
日
）

　

第
２
回
試
験　

９
月
16
日
（
月
）

２　

願
書
受
付
期
間

　
・
甲
種
全
類
・
書
面
申
請

　
　
７
月
22
日
（
月
）
〜
31
日
（
水
）

　
・
乙
種
全
類
・
電
子
申
請

　
　
７
月
19
日
（
金
）
〜
28
日
（
日
）

３　

試
験
地　

熊
本
市

■
問
い
合
わ
せ

　

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　

熊
本
県
支
部

　

☎
０
９
６-

３
６
４-

５
０
０
５

高
校
生
の
税
の
作
文
募
集

　

国
税
庁
で
は
、
今
年
も
高
校
生
の

皆
さ
ん
か
ら
税
に
関
す
る
作
文
を
募

集
し
ま
す
。

　

テ
ー
マ
は
、
自
分
や
家
族
の
体
験

を
通
し
て
、
税
に
つい
て
自
分
が
考
え

た
こ
と
な
ど
、
税
に
関
す
る
こ
と
で
あ

れ
ば
何
で
も
結
構
で
す
。

　

字
数
は
、
２
０
０
字
以
内
、
締
め
切

り
は
９
月
６
日（
金
）と
なって
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
国
税
庁
及
び
全
国
納

税
貯
蓄
組
合
連
合
会
で
は
、
中
学
生

の
皆
さ
ん
を
対
象
に
税
に
つ
い
て
の
作

文
を
募
集
し
ま
す
。

　

字
数
は
１
２
０
０
字
以
内
、
９
月

５
日
（
木
）
締
め
切
り
）。

　

詳
し
く
は
、
人
吉
税
務
署
に
お

尋
ね
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（http://

www.nta.go.jp)

　

人
吉
税
務
署　

☎
２
２-

２
３
１
１

※
自
動
音
声
の
後
、「
２
」
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

自 衛 官 募 集 採 用 試 験
区　　　分 受　　験　　資　　格 受　付 試験日

防 衛 大 学 校（ 推 薦 ）
高卒（見込み含む）２１歳未満の人
※推薦については高等学校長の推薦等が別途必
要です。 9月 5日（木）

～9日（月）

9月28日（土）・29日（日）

防衛大学校（総合選抜）高卒（見込み含む）２１歳未満の人 （一次）
9月28日（土）

防衛大学校（一般・前期）高卒（見込み含む）２１歳未満の人
9月　5日（木）
～30日（月）

（一次）
11月9日（土）・10日（日）

防 衛 医 科 大 学 校
看 護 学 科 学 生
（ 自 衛 官 コ ー ス ）

高卒（見込み含む）２１歳未満の人 （一次）
10月19日（土）

航 空 学 生 高卒（見込み含む）２１歳未満の人
8月 1日（木）

～9月 6日（金）

（一次）
9月21日（土）

一 般 曹 候 補 生 １８歳から２７歳未満の人（中卒可） （一次）
9月16日（月）

自 衛 官 候 補 生（ 男 子 ）１８歳から２７歳未満の人（中卒可） 年間を通じて
受付（常時受付） 9月16日（月）

自 衛 官 候 補 生（ 女 子 ）１８歳から２７歳未満の人（中卒可） 8月 1日（木）
～9月 6日（金） 9月24日（火）・25日（水）

【問い合わせ】　自衛隊熊本地方協力本部　人吉地域事務所　☎ 22－ 4704　　※県外在住の方で受験を希望される方も受験は可能です。
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編
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自
然
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奏
で
る
子
守
唄
の
里
　
五
木
村

8日(月)～10日(水)
 保健福祉課事業説明会
19日(金) 行政相談
21日(日) 五木村議会一般選挙
22日(月)～24日(水)
 保健福祉課事業説明会
31日(水) 区長会

232No. 竹下義　さん、下村重吉さん感謝状を授与
～自衛隊父兄会の理事として永年にわたり尽力～

男

女

計

転
入

0

0

0

2

1

3

転
出

0

0

0

出
生

0

2

2

死
亡

人の動き（５月末現在） 戸籍の窓口行事予定

７　

月

人　口・・・1,257人
世帯数・・・526世帯

※５月21日～６月20日届出分

　６月 16 日（日）、自衛隊父兄
会人吉球磨地区連絡協議会総会に
おいて、感謝状を授与されました。
　竹下義　さん、下村重吉さんは、
長年にわたり五木村自衛隊父兄会
の理事として活躍され、さらに人
吉球磨地区連絡協議会の発展向上
に大きく貢献されました。
　今回の表彰は、その功績に対し
て贈られたものです。
　今後益々のご健勝とご活躍をお
祈りいたします。

“父の日に牛乳（ちち）を贈ろうキャンペーン”
　低迷する牛乳消費の拡大を図る
ため、「父と牛乳（ちち）という語
呂合わせを用いて、“ 父の日に牛乳
を贈ろうキャンペーン ”」が実施さ
れました。
　このキャンペーンの一環として、
６月 13 日（木）、ホワイト酪農業
協同組合の皆さんから、日頃忙し
く働くお父さんたちの代表として
和田村長に対し、牛乳が贈呈され
ました。
　酪農業界では、６月を「牛乳月間」
とし、牛乳、乳製品の消費拡大の
ため取り組みを行っています。

竹下義　さん（瀬目） 下村重吉さん（高野）

贈呈された牛乳をおいしくいただく和田村長
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